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①通し番号 ②文書番号 ③文書名 ④原決定 ⑤適法判断の部分 ⑥附帯控訴の対象

1-2 638
日韓船舶問題解決方策に関す
る問題点（討議用資料）（乙
A180）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-3 639
日韓会談における船舶問題の
処理方針（乙A181）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-13-2 391
日韓国交正常化交渉（条文作
成交渉と日韓条約諸協定の調
印）（乙A87）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-15 525
日韓会談重要資料集（乙
A185，同274）

部分開示 一部
①52頁（-51-に「次頁不開示」と記載されて
いる部分）の約７行分

1-22 824
韓国によるだ捕漁船の問題に
ついて （乙A192）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-24 833
外相会談における日本側発言
内容（漁業関係）（第1次案）
（乙A194）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-28 1043
日韓国交調整処理方針 （乙
A197）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-29 1044 日韓関係調整方針 （乙A198） 部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-30 1046
日韓會談再開に関する第1回
省内打合会議事録 （乙B94）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-31 1047
日韓関係調整に関する関係閣
僚了解 （乙A199）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-32 1048
日本国と大韓民国との間の基
本的関係を設定する条約要綱
（乙A200）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-33 1049
日本国と大韓民国との間の基
本的関係を設定する条約 （乙
A201）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-34 1053
日韓交渉処理方針について
（関係閣僚了解案） (乙A202）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-35 1056 日韓交渉処理方針 （乙A203） 部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-36 1060 日韓交渉処理方針 （乙A204） 部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-37 1061
日韓会談双方主張の現状 （乙
A205）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-46 1297 焼却日銀券 （乙A212） 部分開示 一部

2頁（-2-）3行目以降の20頁文（ただし、2頁
（-2-）～4頁（-4-）及び9頁（-5-）、12頁（-
6-）、15頁（-7-）、17頁（-8-）～21（-12-）
は、部分開示されている部分を除く。）から
原判決取消判断部分を除いたもの。

1-47 1298
請求権についての法律問題
（乙A102）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部
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1-48 1299
在外財産と渉外債務 （乙
A213）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-49 1300
日韓請求権問題に関する分割
処理の限界 （乙A214）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-50 1301
相互放棄の表現方式について
（乙A215）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-51 1304
日韓請求権問題の種々相 （乙
A216）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-52 1305
韓国のステイタスと我が国の
立場 （乙A217）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-53 1306
日韓間請求権特別取極の諸
様式について （乙A第104号
証）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-54 1307

サン・フランシスコ条約に用い
られた「財産」及び「請求権」の
用語の意味（全部不開示（乙
号証なし））

不開示 一部
⑤欄記載の適法判断部分の全部から原判
決取消判断部分を除いたもの。

1-55 1308
日韓請求権の計数的比較 （乙
A218）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-57 1310
韓国の対日請求権の内容 （乙
A220）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-59 360
小坂大臣，金裕沢院長会談記
録（乙A20）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-67 482
日韓会談の経緯（その二）（乙
A226）

部分開示 一部 ②5頁（-5-）の約1行分

1-68 484
日韓会談の経緯（その三）（乙
A35）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-69 506
日韓国交正常化交渉の記録
総説七（乙A108）

部分開示 一部

④-1　198頁～200頁（-197-に「次頁以下3
頁不開示」と記載されている部分）
⑥259頁～260頁（-253-に「次頁以下2頁不
開示」と記載されている部分

1-70 517
自民党8議員及び伊関局長の
訪韓関係会談記録（乙A227）

部分開示 一部
②31頁（-31-）の約4行分、32頁（-32-）の
約5行分、33頁（-33-）の約2行分から原判
決取消判断部分を除いたもの。

1-71 539
第一回請求権分科会に関する
打合せ会次第（乙A228）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-72 542
請求権問題交渉の中間段階に
おける対処要領（乙A229）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-73 565 朝鮮人教育の概要（乙A230） 部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部
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1-78 576
日韓会談文化財小委員会 （乙
A235）

部分開示 一部

①11頁（-11-）の約8行分
②17頁（-16-に「次頁不開示」と記載されて
いる部分）～18頁（-17-）1行目
③-1　22頁（-21-）約17行分
③-2　22頁（-22-）約5行分

1-79 578
日韓会談文化財問題に関する
省内打合会 （乙A236）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-81 584
韓国関係文化財調査に関する
打合（乙A238）

部分開示 一部
②22頁～31頁（-16-に「次頁以下10頁不開
示」と記載されている部分）の韓国文化財
及び書籍等の経済的評価の部分

1-89 596

文化財及び文化協力に関する
日本国と大韓民国との間の協
定付属書説明補足資料 （乙
A245）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-93 660
財産請求権問題処理要領 （乙
A248）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-94 687
大野次官，金裕沢大使との会
談 （乙A249，同272）

部分開示 一部

①6頁（-6-）約1行分及び2行分
②6頁（-6-）最終行～8頁（-6-に「次頁以下
2頁不開示」と記載されている部分）
③19頁（-17-）左から4行目～3行目の約1
行分
以上から原判決取消判断部分を除いたも
の。

1-96 693
日韓交渉報告（請求権関係部
会） （乙A250，同273）

部分開示 一部
②52頁（-52-）8行目～53頁（-53-）2行目、
54頁（-54-）約3行分

1-97 718
日韓政治折衝に臨む日本側の
基本方針（乙A110）

部分開示 一部
④18頁～27頁（-10-に「次頁以下10頁不開
示」と記載されている部分）

1-102 1117
文化財等に関する協定要領
（乙A253）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-109 1128
日韓国交正常化交渉の記録
（請求権・法的地位・漁業問題
合意事項イニシアル）（乙A37）

部分開示 一部

①-3　176頁（-175-）最終行～177頁（-
176-）4行目
②186頁（186頁及び187頁は-184-に「次頁
以下2頁不開示」と記載されている部分）
③235頁（-220-）、236頁（-221-）、237頁（-
222-）、238頁（-223-）、239頁（-224-）

①5頁（-5-）1行目～7行目、同頁最終行か
ら6頁（-6-）3行目
②10頁（-10-）9行目～18行目、11頁（-10-
に「次頁不開示」と記載されている部分）、
12頁（-11-）1行目～6行目、同頁13行目～
15頁（-11-に「次頁以下3頁不開示」と記載
されている部分
④27頁（-21-）下から2行目～28頁（-22-）
11行目、同頁14行目～16行目、同頁最終
行から29頁（-22-に「次頁不開示」と記載さ
れている部分）30頁（-23-）9行目

⑥44頁（-31-）10行目～12行目、同頁15行
目～16行目、45頁（-32-）8行目～13行目、
46頁（-33-）4行目5文字分、47頁（-34-）2
行目～3行目、48頁（-35-）5行目～6行目、
同頁13行目～49頁（-35-に「次頁不開示」
と記載されている部分）、53頁（-39-）下か
ら4行目～54頁（-40-）11行目

部分開示 一部1-116 1223
一般請求権小委員会臨時小
委員会会合（第1〜4回） （乙
A263）
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1-117 1224
一般請求権徴用者関係等専
門委員会会合（第1～4回） （乙
A264）

部分開示 一部

⑥6頁12行目～下から2行目
⑩19頁（-14-）15行目～16行目、17行目～
18行目
⑪19頁最終行～20頁（-15-）1行目、3行
目、4行目
⑫29頁（-24-）
⑰55頁（-49-）4行目～7行目

①30頁（-30-）5文字分、31頁（-31-）1行目
～2行目
②33頁（-33-）欄外上の約4行分、35頁（-
35-）5行目の5文字分、6行目の5文字分
③42頁（-42-）5行目～8行目

④47頁（-47-）左から2行目、同頁最終行～
48頁（-48-）2行目、49頁（-49-）右から1行
目～2行目、同頁左から2行目～50頁（-49-
に「次頁不開示」と記載されている部分）及
び51頁（-50-）左から3行目まで、52頁（-
51-）、53頁（-52-）、54頁（-53-）、55頁（-
54-）、56頁（-55-）
以上から原判決取消判断部分を除いたも
の。

1-120 1257 日韓関係の調整（乙A118） 部分開示 一部

①5頁～7頁（-4-に「次頁以下3頁不開示」
と記載されている部分）
②8頁（-5-）
以上から原判決取消判断部分を除いたも
の。

1-121 1259

在韓日本財産の放棄と久保田
発言の撤回について -日韓会
談再開の二条件の問題点-
（乙A266）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-125 1296
日韓間抑留者相互釈放問題
（乙B122）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-126 1313
韓国側の対日請求内容につい
ての作業日程（案） （乙A268）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-127 1314
基本方針および協定案の審議
（乙A275）

部分開示 一部

①28頁（-28-）の7行分
②87頁（-87-）の約7行分
③101頁（-101-）7行目～102頁（-102-）5行
目
④108頁（-108-）9行目～109頁（-109-）5行
目
⑤118頁（-118-）8行目～119頁（-119-）5行
目
以上から原判決取消判断部分を除いたも
の。

1-128 1316
日韓国交正常化交渉の記録
総説十二（乙A123）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

①8頁（-8-）約2か所、9頁（-9-）4か所、10
頁（-10-）2か所、11頁（-11）1か所、13頁（-
13-）2か所、14頁（-14-）約6行分、15頁（-
15-）1か所、16頁（-16-）2か所及び2行分、
17頁（-16に「次頁不開示」と記載されてい
る部分）、

19頁（-18-）約3行分、20頁（-19-）3行分、
21頁（-20-）1行分、26頁（-25-）4か所、29
頁（-28-）約1頁分、30頁（-29-）約1頁分、
31頁（-30-）約7行分及び1か所、32頁（-
31-）3行分、33頁（-32-）約2行分及び2か
所
②35頁（-34-）2か所、36頁（-35-）1か所

1-118 1234
国会のおける在外財産補償に
関する政府答弁等 （乙A265）

部分開示 一部
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③46頁（-45-）下半分部分、48頁（-47-）約
7行分、49頁（-48-）1か所、50頁（-49-）6行
分、52頁（-51-）4か所、54頁（-53-）1か所
及び下半分部分（ただし、下半分部分のう
ちの一番左の列には法5条2号による不開
示部分があるが、これらは本件訴訟の対
象外である。）、56頁（-55-）4行分、57頁（-
56-）8行分及び3か所、58頁（-57-）7か所
（ただし、「五、⑴」及び「同⑵」の右側本文
中の不開示部分は法5条2号による不開示
部分であり、本件訴訟の対象外である。

④60頁（-59-）5行分、62頁及び63頁（-60-
に「次頁以下2頁不開示」と記載されている
部分）、64頁（-61-）15行分、66頁（-63-）8
行分及び2か所、67頁（-64-）、68頁（-65-）
上段11行分、下段9行分、71頁（-68-）上段
5行分、中段4行分、72頁（-69-）3か所、73
頁（-70-）2か所、76頁（-73-）表中15か所
及び1か所
⑤78頁（-75-）下半分部分
⑥90頁（-87-）1か所、94頁（-91-）1ヶ所
以上から原判決取消判断部分を除いたも
の。

1-130 1349
請求権に関する一般的問題点
（乙A124）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-131 1350
請求権問題に関する大蔵省と
の打合会（乙A277）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-132 1355
請求権問題点討議用試案（全
部不開示（乙号証なし））

不開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-133 1356 日韓請求権問題（乙A278） 部分開示 一部

①1頁（-1-）2か所及び最終行、2頁（-2-）
上段3行分及び下段8行分、3頁（-2-に「次
頁不開示」と記載されている部分）
②-1　7頁（-6-）約11行分
③15頁～23頁（-13-に「次頁以下9頁不開
示」と記載されている部分。なお、上記「別
添2　『日韓請求権問題試案』に相当する部
分である。）

①37頁（-37-）上段6行分、下段11行分ほ
か2か所
②38頁（-38-）2か所
③39頁（-39-）上段9行分、下段5行分
④40頁（-39-に「次頁不開示」と記載されて
いる部分）及び41頁（-40-）各3行分ほか3
か所

⑥43頁（-42-）11行目、13行目及び欄外の
3か所（なお、通知書には法5条2号による
不開示部分として記載されているが、43頁
の不開示部分のうち、上から14行目の不開
示部分を除く上記3か所は不開示理由1に
該当するので訂正する。）
⑦44頁（43-）10行分
⑧45頁（-44-）8行分
⑨46頁（-45-）4行分ほか3か所
⑩47頁（-46-）4行分
⑪49頁（-47-に「次頁不開示」と記載されて
いる部分）
以上から原判決取消判断部分を除いたも
の。

1-135 1359
日韓請求権問題に関する外務
省・大蔵省打合せ会（乙A280）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-129 1348
韓国請求権検討参考資料（乙
A276）

部分開示 一部

1-134 1358 第5次日韓会談（乙A279） 部分開示 一部
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1-136 1360
日韓請求権解決方策について
（乙A281）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-137 1361
日韓請求権問題試案（乙
A282）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-138 1363
韓国の対日請求権について
（乙A283）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

①2頁（-1-）に「次頁不開示」と記載されて
いる部分）
②3頁（-2-）7か所、4頁（-3-）中段約1行
分、下段約2行分ほか4か所、5頁（-4-）最
終行ほか3か所、6頁（-5-）2か所、7頁（-6-
）約2行分から原判決取消判断部分を除い
たもの。
③11頁（-10-）中段約3行分、最終行ほか2
か所、12頁（-11-）8か所、13頁（-12-）3か
所、14頁（-13-）約5行分ほか3か所、15頁
（-14-）7か所、16頁（-15-）1か所から原判
決取消判断部分を除いたもの。

④18頁（-17-）5か所、19頁（-18-）5か所、
20頁（-19-）10か所
⑤22頁（-21-）約2行分ほか2か所、23頁（-
22-）1行分ほか1か所、24（-23-）3か所、26
頁（-25-）3か所

1-142 1368
外交政策企画委員会記録（乙
A287）

部分開示 一部 ②9頁（-9-）17行分

1-143 1370
一般請求権小委員会の今後
の討議の進め方について（乙
A288）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-145 1373
韓国側請求金額と日本側主張
（乙A290）

部分開示 一部

①1頁（-1-）2か所、2頁（-2-）2か所、3頁（-
3-）3か所、5頁（-5-）2か所、6頁（-6-）6か
所、7頁（-7-）9か所
②10頁～11頁（-9-に「次頁以下6頁不開
示」と記載されている部分（「韓国一般請求
権に関する韓国側請求額と日本側査定
（案）」中の最初の2頁）
③12頁～15頁（-9-に「次頁以下6頁不開
示」と記載されている部分（「韓国一般請求
権に関する韓国側請求額と日本側査定
（案）」中の3～6頁）
以上から原判決取消判断部分を除いたも
の。

1-146 1397 協定最終案（乙A291） 部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-147 1408
第5次日韓会談に対する日本
側基本方針決定のための各省
打合会議(乙A127）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-148 1410
日韓交渉における日本政府の
立場に関する法律上の問題点
（乙A292）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-149 1411
日韓会談日本側代表団の打
合せ会議　（乙A293）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1367
韓国の対日請求権について
（乙A286）

部分開示 一部1-141
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1-154 1518
日韓会談における五議題（乙
A298）

部分開示 一部

①7頁（-7-）中段約2行分、左段約5行分、8
頁（-8-）約1頁分、9頁（-8-）に「次頁不開
示」と記載されている部分）
②11頁（-10-）約1頁分
③20頁（-19-）約1行分
以上から原判決取消判断部分を除いたも
の。

1-155 1519
日韓交渉に関する関係各省次
官会議議事要旨（乙A299）

部分開示 一部

①27頁（-27-）約1行分
②28頁（-28-）約3行分
③35頁（-35-）後ろから2行目～36頁（-36-
）2行目
④61頁（-61-）約2行分

①3頁（-3-）約3行分
②10頁（-10-）右段約2行分、中段以後7行
分から原判決取消判断部分を除いたもの。
③11頁及び12頁（-10-に「次頁以下2頁不
開示」と記載されている部分）
④13頁（-11-）約2行分
⑤15頁（-13-）約2行分
⑥19頁（-17-）3か所（表の上段全部、中段
（「処理方針」欄）1か所、下段（「金額及び
摘要」欄）1か所）

⑦20頁（-18-）下段全部
⑧21頁（-19-）～28頁（-26-）の各表の中段
及び下段の全部
⑨29頁（-27-）2か所（表の中段全部及び欄
外）
⑩30頁（-28-）の表の下段（金額）の2か所
⑪31頁（-29-）の表の下段（金額）の2か所

1-159 1557
JAPAN'S FOREIGN
OBLIGATIONS（乙A302）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-160 1558
円系通貨並びに在外日銀券に
対する我方の責任について
（乙A303）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-161 1559
朝鮮における債務の処理につ
いて （乙A304）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-162 1560
講和資料　割譲地域にある譲
渡国の財産，権利，利益の取
扱について（乙A305）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-166 1568
朝鮮動乱に対する韓国の国家
責任の有無について （乙
A308）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-167 1569
日本銀行の対韓国債権債務
一覧（乙A309）

部分開示 一部
②2頁（-2-）約15行分、3頁～18頁（-2-に
「次頁以下16頁不開示」と記載されている
部分）

1-168 1571
日本側対韓請求権 （全部不開
示（乙号証なし））

不開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-169 1572
韓国の対日賠償要求について
（乙A310）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-170 1594
財産請求権問題（昭和32年3
〜7月）（乙A311）

部分開示 一部 ①5頁（-5-）9行分、24頁（-24-）9行分

1-157 1538 日韓会談交渉方針 （乙A301） 部分開示 一部
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1-171 1595 韓国に対する債務 （乙A327） 部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-172 1597
韓国側対日請求権（昭和32年
12月） （乙A312，同328）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-173 1598
請求権問題の問題点（昭和33
年3月） （乙A313）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

①4頁（-4-）6行目以後約20行分ほか1か
所、5頁及び6頁（-4-に「次頁以下2頁不開
示」と記載されている部分）
②9頁（-7-）2か所（右側頁の上段全部及び
中段及び下段の一部、左側頁の中段及び
下段全部）、10頁（8-）2か所（右側頁の中
段及び下段全部、左側頁の中段及び下段
全部）、11頁（-9-）1か所（中段及び下段全
部）、12頁（-10-）2か所（右側頁の中段及
び下段の一部、左側頁の中段及び下段全
部）、

13頁（-11-）1か所（右側ﾍﾟｰｼﾞの中段及び
下段の一部）及び14頁（-12-）3か所（右側
頁の中段及び下段全部、左側頁の中段の
全部及び左欄外）
③15頁～26頁（-12-に「次頁以下2頁不開
示」と記載されている部分）
以上から原判決取消判断部分を除いたも
の。

1-175 1600
請求権の経緯及び解決方針
（昭和34年1～4月）（乙A138）

部分開示 一部
②76頁（-76-）5行分
③81頁（-81-）1か所

1-176 1602
請求権問題を処理する場合の
問題点（昭和35年10月） （乙
A315)

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-177 1605
日韓漁業協力に関する日本側
の基本的態度 （乙A316)

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-180 1624
平和條約に基き発生する日鮮
間の交渉案件（昭和26年10
月） （乙A144）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-181 1626
日韓交渉に関する資料（昭和
26年10月） （乙A318）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-186 1633
日韓会談についての省内打合
せ事項（昭和27年1月）（乙
A320，同330）

部分開示 一部
②25頁（-25-）、26頁（-26-）及び27頁～28
頁（-26-に「次頁以下2頁不開示」と記載さ
れている部分）

1-187 1634
日韓会談日本側代表団打合
せ（第1回）（昭和27年2月） （乙
A321）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-188 1635
日韓会談日本側代表団打合
せ（第2回）（昭和27年3月） （乙
A322）

部分開示 一部
②24頁（-15-）中段約5行分、左段約2行
分、25～35頁（-15-に「次頁以下11頁不開
示」と記載されている部分）

1-190 1640
日韓会談の推移に伴う対韓関
係の行政措置（昭和27年4月）
（乙A323）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-174 1599
検討を要する問題点（昭和33
年11月）（乙A314，同329）

部分開示 一部
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1-192 1671 谷大使・金公使会談 （乙A63） 部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-198 1701
久保田代表・金公使会談（乙
A333）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-200 1735
日韓会談請求権関係の審議
（乙A335）

部分開示 一部
③7頁（-7-）5行目～6行目の約2行分及び
11行目～12行目の約2行分

②8頁（-8-）～15頁（-15-）昭和37年1月10
日付け「韓国側対日請求額及び大蔵省、
外務省試算額」と題する一覧表形式の文
書のうち表題部分、「要綱」欄、「請求項目」
欄、「韓国側請求額」欄を除いた部分
③17頁（-17-）～19頁（-19-）昭和37年1月9
日付け「韓国側対日請求額及び同査定
（案）」と題する一覧表形式の文書のうち表
題部分、「要綱」欄）、「請求項目」欄、「韓国
側請求額」欄の全部及び「備考」欄の一部
を除いた部分

④20頁（-20-）～26頁（-26-）上記「韓国側
対日請求額及び同査定（案）」と題する一覧
表形式文書のうち「韓国側請求要項」欄及
び表題部分を除いた部分
⑤27頁（-27-）～39頁（-37-）「韓国側請求
権（8項目）に関する韓国主張額と日本側調
査額」と題する文書にあり、「韓国主張額」、
「請求項目」及び「韓国側請求額」欄に記載
された部分を除いた部分
⑥40頁～41頁（-37-に「次頁以下2頁不開
示」と記載されている部分）

⑦42頁（-38-）の「韓国側主張額」を除いた
その余の部分及び43頁及び44頁（-38-に
「次頁以下2頁不開示」と記載されている部
分）
⑧46頁（-40-）3か所、57頁（-51-）1か所、
58頁（-52-）1か所
⑨52頁（-46-）10行目～11行目の2行分

1-202 1740
日韓請求権処理に関する問題
点（討議用資料）（乙A337）

部分開示 一部
①6頁（-6-）3行目～5行目の約3行分
②7頁（-7-）中央右側の余白部分1か所
④16頁（-16-）従って側の余白部分1か所

1-203 1742
韓国請求権の処理として一応
説明のつく金額の査定（全部
不開示（乙号証なし））

不開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-204 1743 対韓経済協力（乙A162） 部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-206 1745 請求権問題解決案（乙A339） 部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-207 1746
日韓請求権交渉の今後の進め
方（乙A340）

部分開示 一部

⑤11頁（-11-）「韓国請求権の処理として一
応説明の付く金額の査定」と題する表のう
ち表題部分及び具体的項目部分を除いた
部分

1-209 1748 対韓経済協力試案（乙A163） 部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-201 1736
日韓会談の請求権問題処理に
あたっての問題点，試算額（乙
A336）

部分開示 一部
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1-210 1749
韓国側対日請求額に対する大
蔵、外務両省による査定の相
違（乙A342）

部分開示 一部

②4頁（-4-）「大蔵案」、「外務A案」、「外務
B案」部分及び8行目～15行目の3か所
③5頁（-5-）「大蔵案」、「外務案」部分及び
10行目1か所
④6頁（-6-）6か所、7頁（-7-）見出し「死亡
軍属年金」及び「軍属障害年金」を除く部分
⑤8頁（-8-）3か所
⑥9頁（-9-）8か所、10頁（-10-）4か所及び
11頁（-11-）4か所

1-211 1752
一般請求権徴用者関係等専
門委員会の討議（乙A343）

部分開示 一部

①2頁（-2-）3か所、6頁（-6-）4か所、7頁（-
7-）3か所、15頁（-15-）5か所から原判決取
消判断部分を除いたもの。
②13頁（-13-）1か所

1-212 1755
日・韓請求金額の査定（乙
A344）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-216 1759
在北鮮日本財産の処理と対北
朝鮮請求権（全部不開示（乙
号証なし））

不開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-217 1762
韓国請求権金額の査定（乙
A348）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-219 1765
日韓請求権問題の処理方式
（乙A350）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-221 1767
韓国の対日請求権8項のうち
第1項より第5項までに対する
日本側査定の説明（乙A352）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-223 1770
日韓会談における請求権問題
の解決方針 （乙A354）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-225 1773
韓国に対する無償供与および
長期低利借款の支払方法に関
する一試案（乙A356）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-228 1787
日韓会談今後の進め方（乙
A72）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-232 1798
池田総理ハリマン国務次官補
会談 (乙B168）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-240 1824
大平外相と金韓国中央情報部
長との会談（第1回） （乙B75）

部分開示 一部
③98頁（-97-）10行目～99頁（-98-）1行目
④99頁（-98-）9行目～100頁（-99-）1行目

1-243 1841
日韓交渉における日本政府の
立場に関する法律上の問題点
（乙A367）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部
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1-247 1861
対日平和条約の朝鮮関係 （乙
A370）

部分開示 一部

①6頁（-6-）5か所及び7頁（-7-）4か所
②8頁（-8-）の「昭和23年12月10日調　在
外財産調査会」と題する一覧表の表題部
分を除いた部分及び9頁（-9-）「在外財産
推定一覧表（個人資産及び陸海軍財産を
除く）」と題する一覧表の「民有企業所有」
（「不動産」、「動産」、「その他」及び「合
計」）欄に記載された具体的数字
以上から原判決取消判断部分を除いたも
の。

1-248 1863
日韓貿易・金融協定・海運協
定妥結（乙A371）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

①-2　右葉（62）20行目～21行目、25行目
～26行目、34頁（-34-）左葉（63）
①-3　39頁（-39-）左葉（73.）5行目、15行
目、22行目～23行目、24行目～25行目、右
葉（74）11行目～12行目、14行目～15行
目、16行目、40頁（-40-）左葉（75）3行目～
4行目、8行目～9行目、13行目～14行目、
16行目～17行目、33行目、右葉（76）16行
目～20行目、21行目～末行

41頁（-41-）左葉（77）3行目～5行目、9行
目～12行目、17行目～20行目、右葉（78）2
行目～4行目、6行目～10行目、26行目～
27行目、28行目、30行目～末行、42頁（-
42-）左葉（79）1行目～10行目、17行目～
22行目、右葉（80）22行目～23行目

①-5　54頁（-54-）左葉（103）31行目～末
行、右葉（104）全体、55頁全部（-54-に「次
頁不開示」と記載されている部分）
②-1　34頁（-34-）右葉（64）13行目～15行
目
②-2　35頁（-35-）右葉（66）18頁～20行目
②-3　39頁（-39-）右葉（74）13行目

1-253 1885
日韓請求権処理の問題点 （乙
A372）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

1-256 1907
日韓交渉における財産及び請
求権処理の範囲（乙A375）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

①3頁（-3-）2か所、4頁（-4-）11か所、5頁
（-5-）1か所、7頁（-7-）1か所
②13頁（-13-）1か所
③18頁（-18-）左葉（26）左欄3行目～9行
目、18頁（-18-）右葉（27）下から3行目～2
行目、19頁（-19-）左葉（28）7行目～10行
目、21行目、右葉（29）3行目～4行目、6行
目～11行目、20頁（-20-）右葉（31）2行目
～7行目、21頁（-21-）左葉（32）22行目～
25行目、21頁（-21-）右葉（33）下から8行目
～6行目、4行目～3行目、2行目～末行、

1-251 1881
日韓交渉関係法律問題調書
集（乙A82）

部分開示 一部
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22頁（-22-）4行目～5行目、26頁（-26-）1
か所、28頁（-28-）右葉（43）8行目～11行
目、16行目～20行目、29頁（-29-）左葉
（44）下から6行目～末行、33頁（-33-）下か
ら11行目～8行目、34頁（-34-）左葉（48）下
から6行目、下から5行目及び4行目、54頁
（-54-）1か所、56頁（-56-）左葉（90）2か
所、右葉（91）1行目～2行目、下から2行目
～末行、57頁（-57-）左葉（92）下から6行
目、

60頁（-60-）右葉（99）22行目～24行目、62
頁（-62-）左葉（102）16行目～17行目
71頁（-71-）左葉（120）下から10行目、下か
ら3行目～末行、右葉（121）1か所、83頁（-
83-）3か所、84頁（-84-）左葉（138）1か所、
98頁（-98-）左葉（152）3か所、右葉（153）
14行目、99頁（-99-）左葉（154）21行目、27
行目、100頁（-100-）1か所、101頁（-101-）
3か所

④15頁（-15-）5か所、16頁（-16-）6か所、
18頁（-18-）中の上記③の部分以外の不開
示箇所、19頁（-19-）中の上記③の部分以
外の不開示箇所20頁（-20-）中の上記③の
部分以外の不開示箇所、21頁（-21-）中の
上記③の部分以外の不開示箇所、23頁（-
23-）1か所、24頁（-24-）3か所、25頁（-25-
）1か所、27頁（-27-）1か所、28頁（-28-）中
の上記③の部分以外の不開示箇所、29頁
（-29-）中の上記③の部分以外の不開示箇
所、31頁（-31-）3か所

32頁（-32-）3か所、33頁（-33-）2か所、34
頁（-34-）中の上記③の部分以外の不開示
箇所、35頁（-35-）2か所、44頁（-44-）7か
所、56頁（-56-）中の上記③の部分以外の
不開示箇所、57頁（-57-）中の上記③部分
以外の不開示箇所、58頁（-58-）1か所、60
頁（-60-）中の上記③の部分以外の不開示
箇所、61頁（-61-）2か所、62頁（-62-）12か
所、63頁（-63-）10か所、64頁（-64-）5か
所、65頁（-65-）5か所、67頁（-67-）3か所

68頁（-68-）15か所、69頁（-69-）21か所、
70頁（-70-）13か所、71頁（-71-）中の上記
③の部分以外の不開示箇所、72頁（-72-）
7か所、73（-73-）10か所、76頁（-76-）3か
所、77頁（-77-）7か所、78頁（-78-）20か
所、79頁（-79-）6か所、

82頁（-82-）2か所、84頁（-84-）中の上記
③の部分以外の不開示箇所、85頁（-85-）
2か所、86頁（-86-）1か所、88頁（-88-）2か
所、89頁（-89-）1か所、90頁（-90-）3か所、
91頁（-91-）1か所、94頁（-94-）1か所、95
頁（-95-）5か所、97頁（-97-）1か所、98頁
（-98-）中の上記③の部分以外の不開示箇
所、99頁（-99-）中の上記③の部分以外の
不開示箇所及び102頁（-102-）5か所
以上から原判決取消判断部分を除いたも
の。

1-257 1914 一部部分開示
日韓会談における韓国の対日
請求8項目に関する討議記録
（乙A376）
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①通し番号 ②文書番号 ③文書名 ④原決定 ⑤適法判断の部分 ⑥附帯控訴の対象

1-258 1915
日韓国交正常化交渉の記録
総説三 （乙B84）

部分開示 一部

①113頁（-113-）5行目～6行目
④123頁（-123-）8行目～124頁（-124-）3行
目
⑥130頁（-130-）6行目～8行目
⑧173頁（-173-）3か所

2-3 391
日韓国交正常化交渉（条文作
成交渉と日韓条約諸協定の調
印）（乙A87）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

2-26 350
日韓会談に対する見方（乙
A106）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

2-31 749
忠南号事件について（黒山群
島付近における衝突事件）（乙
A38）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

2-45 1316
日韓国交正常化交渉の記録
総説十二（乙A123）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

2-102-2 1863
日韓貿易・金融協定・海運協
定妥結（乙A371）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

2-107 1878 韓国政変（乙A178） 部分開示 一部

①1頁（-1-）4か所、2頁（-2-）8か所、3頁（-
3-）12か所、4頁（-4-）12か所、5頁（-5-）12
か所
のうち人物特定情報以外の部分

3-5 1236
日韓条約の解釈の食違い点に
関する処理方針（案）

不開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

3-6 1237
日韓条約の解釈の相違点に関
する韓国側の説明について

不開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

3-8 1342
日韓会談諸懸案の現状
（乙A49）

部分開示 一部
③24頁（-24-）枠外記載部分及び下から3
行分及び25頁～29頁（-24-）に「次頁以下5
頁不開示」と記載されている部分）

3-16 910
日韓国交正常化交渉の記録
（竹島問題）
（乙A40）

部分開示 一部

①186頁（-184-）上から3行目～約8行分
③202頁（-199-）上から2行目～203頁（-
200-）下から1行目、204頁（-201-）上から4
行分、205頁及び206頁（-201-に「次頁以
下2頁不開示」と記載された部分）、207頁
（-202-）上から3行分から原判決取消判断
部分を除いたもの
⑥220頁（-215-）上から1行目～221頁から
原判決取消判断部分を除いたもの

3-17 1124

日韓国交正常化交渉の記録
（総説・目次・平和条約発効前
の日韓関係と日韓会談予備会
談）
（乙A55）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

3-18 1127
日韓国交正常化交渉の記録
（第7次会談の開始と基本関係
条約案イニシアル）（乙B56）

部分開示 一部
35頁（-35-）及び36頁（-36-）から原判決取
消判断部分を除いたもの

3-19 1248
日韓関係の打開について (乙
A57)

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部
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3-31 1696 日韓会談の現況等（乙A68） 部分開示 一部
②22頁（-22-）下から5行目～4行目の約1
行分及び枠外の記載部分

3-35 1787
日韓会談今後の進め方（乙
A72）

部分開示 一部
①13頁（-13-）上から2行目～5行目の約4
行分

3-39 1824
大平外相と金韓国中央情報部
長との会談（第1回）（乙B75）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

3-43 1876
日韓会談等に関する在外公館
からの報告（乙B79）

部分開示 一部
4～6頁（-3-に「次頁以下3頁不開示」と記
載された部分）から原判決取消判断部分を
除いたもの

3-46 1881
日韓交渉関係法律問題調書
集（乙A82）

部分開示 一部
117頁（-116-）及び118頁（-116-）に「次頁
不開示」と記載された部分）から原判決取
消判断部分を除いたもの

4-2 966 朴議長訪日に際する警備対策 不開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

4-9 1399
アジア局主要懸案処理日報抜
粋（乙A42）

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

6-1 1140

李ライン水域における警備強
化及び漁船保護措置に関する
各省打合せ会議議事概要（全
部不開示（乙号証なし））

部分開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部

6-3 1142

李ライン周辺水域における日
本漁船の自衛隊による保護に
関する件（全部不開示（乙号証
なし））

不開示 全部 ⑤欄記載の適法判断部分の全部


